
 

 



(備考) 

 1 この様式は、次に掲げる場合に使用すること(光学式文字読取装置用)。 

  (1) 個人の市民税・県民税及び森林環境税、土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税又は償却資産に係る固定資産税の各納期分又は

随時分を納付する場合 

  (2) 個人の市民税・県民税及び森林環境税、固定資産税・都市計画税並びに軽自動車税並びに当該市税等に係る延滞金、加算金及び過料

を納付する場合 

  (3) 個人の市民税・県民税(普通徴収)及び森林環境税(普通徴収)並びに固定資産税・都市計画税に係る口座振替の解約者が当該解約に係

る税を納付する場合 

  (4) 個人の市民税・県民税(普通徴収)及び森林環境税(普通徴収)並びに固定資産税・都市計画税を口座振替により納税できなかった場合

に、納税者が当該税を納付するとき 

  (5) 督促に係る市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)並びに当該市税に係る延滞金及び加算金を納付する場合 

 2 刷色は、次のとおりとすること。 

  (1) 1(1)の場合(個人の市民税・県民税及び森林環境税を納付する場合に限る。)及び1(5)の場合 青色及び赤色 

  (2) 1(1)の場合(土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税を納付する場合に限る。)、1(2)及び(3)の場合並びに電子計算機を用いて出

力し、再交付する場合 茶色及び赤色 

  (3) 1(1)の場合(償却資産に係る固定資産税を納付する場合に限る。)及び1(4)の場合 紫色及び赤色 

 3 各片の大きさは、次のとおりとすること。 

  (1) 納付書兼納付済通知書 縦11.4センチメートル、横12.5センチメートル 

  (2) 原符兼払込金受領証  縦11.4センチメートル、横 5.5センチメートル 

  (3) 領収証書       縦11.4センチメートル、横 3.0センチメートル 

 4 電子計算機を用いて出力し、再交付する場合について、この様式を使用するときは、「納付税額」を「納付金額」とすること。 

 5 やむを得ない事情があるときは、この様式に準じて作成した様式をもってこれに代えることができる。 


